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退職金の事前貯蓄・支払の分割(資金負担の平準化)





我が国の労働者も次第に高齢化していき、退職金支払いの資金負担に備える必要が生じ、その手段として①事前から支払資金を準備する、②退職金を分割して支払うといったことが行われ始めた。








1章 企業年金の変遷と存在意義





以上のことを考えると、企業年金には従業員の老後の所得確保を支援するための手段の他に、「従業員の勤労意欲を高め、より良い人材を集めることを通じた企業活性化のための手段」としても機能していることがわかる。





1 日本の企業年金制度の創設経緯





退職金(賃金の後払い・労務管理)





戦後、国・企業は慢性的な資金不足に陥り、外部に流出する資金を節約する必要性が生じた。そして従業員に支払う賃金を節約する代わりに退職金の支払いを約束することで、企業は運転資金を確保したのである。また企業は退職金制度を導入することで長期勤続者や優良な労働者を優遇することができる点で、退職金は労務管理の手段としても機能した。








暖簾分け


(功労報酬)





日本の企業年金の多くは退職金制度から切り換えられたものであり、その退職金は江戸時代ののれん分けを起源としている。資本を援助したりや顧客のわけるといったのれん分け制度が時を経て、功労報酬として退職時に資金を渡すようになった。








退職給与引当金制度





適格年金制度





そうした中で経団連の要望をきっかけに退職年金制度の税制整備の動きが活発化し、1962年に「適格年金制度」が誕生した





資金の平準化のために「毎年の利益の一部を税制優遇のもとで社内に留保したい」という企業にニーズに応え、退職給与引当金制度が導入されて退職金の全額を無税で社内に留保できるようになった。しかしこの制度には公益性の観点から問題があり、税制優遇は次第に縮小されていった。











2 各制度の特徴


日本の企業年金には①自社年金、②適格退職年金、③厚生年金基金、④確定拠出年金の5種類がある。








・適格退職年金


日経連による「国が行う社会保障制度を補足するための制度整備が重要である」とする要望をきっかけとして1962年に誕生した制度で、一定の条件を満たすものについて税制優遇を認めるもの。年金の一時金選択を認めているのが一般的。受給権保護や情報開示等の規制が十分でないことから、確定給付企業年金及び確定拠出年金の創設に伴い2012年に廃止される。














・厚生年金基金


公的年金も私的年金も労働者の老後の所得保障が目的であることから、厚生年金の拡充とともに生じた公的年金と企業年金の役割分担の問題をきっかけにして1965年に誕生した制度。母体企業から独立した半官半民の特殊法人によって運営され、厚生年金の給付の一部を代行することに特徴をもっている。規約変更に厚生労働大臣の認可を要することや受給権保護などの面で規制が厳しい代りに税制が手厚く優遇されていた。








・確定給付企業年金


給付建てであることは厚生年金基金と同様であるが、企業側の厚生年金の代行の負担までは負いたくないという要望を受けて2001年に誕生した制度。


厚生労働大臣の許可を受けて設立した企業年金基金によって運営される基金型と事業主が運営主体となる規約が他の2つがある。





・キャッシュバランスプラン


2002年から厚生年金基金の加算部分や確定給付企業年金に導入できるようになった。一定の基準で算出された掛け金に定められた指標に基づく利子の付与し、その勘定残高に見合った額を給付するという制度。市況が悪化すれば給付額も低下するので、企業の負担は軽減する。確定給付企業年金では576制度中225制度がこの制度を採用している。





・確定拠出年金


米国の401Kプランを参考に創設された。企業側が拠出額のみを確定しその掛け金の投資先は企業が用意した3つ以上の運用商品から加入者に選択させ、運用結果は加入者の自己責任とする掛け金建ての制度。創設時は不況で貯蓄奨励的制度の望ましくなく、消費拡大が求められたことから事業主拠出しか認められなかった。








企業年金が公的年金を上乗せの役割を持っており、従業員の老後の所得確保を支援するための手段として機能している以上、企業年金について考えるにあたって公的年金との関係を考えることは非常に重要である。







































































2章 今後企業年金が担うべき役割について





1 海外の公的・私的年金の役割分担





老後の所得保障





第1の柱


公的年金





第2の柱


企業年金





第3の柱


自助努力





・3本柱の考えは各国共通である。


・国によりどこに比重を置くかは異なる。


・企業年金でも公的年金の性格が強い制度と、そうでないものがある。





・ドイツ


公的年金のウェイトが高く、企業年金(給付建てが主体)はそれを補完(公的年金と合わせて退職時所得の65~75%が目標)している。


近年は高齢化に伴い公的年金の縮小が行われたが、リースター年金(税制優遇がある個人年金)が導入された。











・スウェーデン


公的年金は税財源の最低保障年金と全国民強制加入の報酬比例の国民年金とした。賦課方式でみなし掛け金建て制度部分と積立方式の掛け金建て制度部分があり、これは公的な確定拠出年金だといえる。


その上乗せである企業年金はホワイトカラー用のITPとブルーカラー用のSAF-LOがある。ITPは長らく給付建て制度だったが、07年から1978年以降の出生者は掛け金建て制度に加入する。

















このように公的年金の役割が大きく、企業年金はそれを補完する役割であるドイツやスウェーデンのような国と、公的年金は低所得者向けの保障に過ぎず、中所得者以上は自助努力による老後収入の確保が期待されるイギリスのような国がある。


日本の公的・私的年金の問題や改善を考える際にはこれらの国の制度を参考にそれぞれにどんな役割を期待するのかを考える必要がある。





・イギリス


公的年金は1階部分の定額の基礎年金と2階部分の低中所得者層への保護が手厚い国家第二年金であり、近年公的年金の役割を低中所得者の保障に限定する傾向を強めている。


中高所得者は企業年金や個人年金に加入することが期待されているが、企業年金に加入していない人が多く、政府が個人勘定や個人年金への加入を促す施策を行っている。





2 企業年金と公的年金の関係と制度改正





右図のように日本の企業年金は、一階部分の国民年金の上の厚生年金のさらに上の3階部分にあたり、老後の最低限の所得は国民年金・厚生年金によって賄われる。





企業年金にはマクロ経済スライドの導入によって低下した年金給付額と実際の生活水準の隙間を埋める「上乗せ機能」が期待される。





公的年金は高齢者世帯の平均所得の70％を占めており、さらに公的年金のみが収入源であるという世帯は60％にも上ることから、日本では公的年金の役割は非常に大きいといえる。





日本ではドイツやスウェーデンのように公的年金が果たす役割が大きい。


一方では少子高齢化の深刻化が予想され、支給額の減少や支給開始年齢の更なる引き上げが検討されていることから、つなぎ機能や上乗せ機能として企業年金が果たす役割は今後大きくなっていくと考えられる。





また60歳を定年とする企業が多い中で、昭和41年以降生まれの人には65歳まで公的年金が支払われない。企業年金には、退職してから公的年金の支給が開始されるまでの期間の所得保障を行う「つなぎ機能」も期待される。



















































































3章 積み立て不足問題





1予定利率と運用利回りの乖離





09年の確定給付企業年金の予定利率の分布は右図のようになっており、3％以上を設定している企業(灰色部分)が全体の64％を占めている。


また厚生年金基金では97年まで5.5％と定められていたことから現在でもその利率を設定している企業が多く、3.5％以上を設定している企業(灰色部分)が全体の54％を占めている。





これらの予定利率は近年若干の低下傾向はみられるものの大幅な低下は考えにくい。





一方で企業年金の実際の運用利回りは右図のようになっている(03年以降は確定給付企業年金と厚生年金基金、それ以前は厚生年金基金のみ)。近年は利回りの変動幅が拡大しているため、長期の平均利回りも低下しており、長期の運用を前提とする企業年金の運用環境は悪化しているといえる。(→たとえば年金Aの利回りが2年連続で10％だとするとAの残高は21％残高が増加するが、年金Bの1年目の利回りが-10％になると、Bが翌年までにAの残高に追いつくためには2年目は34%の利回りで運用しなければならない。)


具体的には過去10年で平均利回りが3.5%未満となっているのは9回で、そのうち6回は3％未満である。また直近2年では利回りがマイナスとなっている。





以上のような理由で、右図のように予定通りの運用ができずに積み立て不足が発生している企業年金が多数ある。





この会計基準の見直しにより多くの企業で積み立て不足が発生・増加することが予想される。





2 会計基準の見直し





上場企業の国際会計基準強制適用を見据え、2012年3月期から企業年金の積立不足の全額を即時に負債として計上(即時認識)しなければいけなくなる。これまでは数理計算上の差異や過去勤務債務などの未認識債務をオフバランス化し、分割処理(遅延認識)することが認められていたが、来季からはそれを即時認識することが義務付けられる。



















































































以上のように運用環境の悪化により企業年金の積立不足に陥る企業の増加が予想され、さらに会計基準の見直しにより企業年金の積立不足が企業経営に与える影響も大きくなる。自己資本に対して積立不足額が大きな企業(右図)は企業存続の危機となる可能性もある。


よって企業年金が企業経営に与える影響を小さくし、企業が本業に集中できるような環境を整えるために各企業がなんらかの対策を講じる必要がある。


次章ではその具体的な対応策を考える。





4章 企業年金の将来像



















































































4章では2章で結論付けた「企業年金が担う役割」をふまえつつ、3章で取り上げた積立不足の問題への対応策を考える。


そこでこの問題を解消するための方策として以下の3つを検証してみることにする。


①確定拠出年金に制度変更する。


②確定給付型の制度を維持しながら、予定利率を引き下げ、掛け金を引き上げる。


③キャッシュバランスプラン制度を導入する。





①確定拠出年金への制度変更





この方法は制度自体を積立不足が生じえない制度に変えるというもの。確定拠出年金では企業による掛け金の拠出後は加入者自身が責任を持って運用するので、実際の運用利回りが予定利率に達さなくても企業にはその補てんが求められない点では、企業にとっては魅力的な方法である。





一方で、半数以上の年金基金が想定利回りを2.0％以上に設定する中(右図)、デフォルト商品として元本確保型商品を設定する年金基金が半数超え(右図)、また年金資産の5割以上が定期預金等の元本確保型商品へ投資されているため(右図)、結果的に企業の予定よりも給付額が低くなってしまう可能性がある。加入者の自己責任であるとはいえ、企業年金は従業員の老後の収入の確保を助ける機能に加えて企業の人事政策の一環としての機能も有していることから、確定拠出年金への制度移行は企業・従業員の両者にとっても必ずしもよいものだとはいえない。





確定拠出年金移行事例1(小売業)


正社員250名平均勤続年数約20年、高価格・高品質の商品を扱い、加工の技術も必要なため熟練した従業員の育成に10～15年程度要するA社の事例。











制度移行の目的


積立不足の増加により、大幅に上昇した掛け金負担を減少させることと、掛け金の将来見通しを立てやすくすること。





特徴





適格退職年金





退職一時金





厚生年金基金





厚生年金基金





退職一時金





確定拠出年金





企業側は退職給付制度について「従業員を長期で雇用する会社として、従業員の退職後の生活保障を行うのは当然だが、金額を保証しにくくなった以上、企業は拠出まで責任を持ち、その後は各自が考えるべき」との見解。








確定拠出年金移行事例2(商社)


大手総合商社の日商岩井(現双日、売上高5兆円規模の七大商社の一角)の事例。











制度移行の目的


年金関連債務をなくすことと、掛け金の見通しを立てやすくすること、また人材の流動化に対応すること。





確定拠出年金





想定利回りは2％とし、旧制度の給付水準を確保できるように設計したが、実際には掛け金の7割は元本確保型の商品に振り向けられており、想定通りの運用結果を得られない加入者が多くなる可能性がある。





前払い退職金





確定拠出年金制度の導入は、ポータビリティ機能によりグループ内で自由にキャリアを形成できるという点で、グループ内での人材交流が活発な同社のニーズに合致していた。





退職一時金





厚生年金基金





特徴




















当初は確定拠出年金への全面移行を目指していたが、従業員の自己責任の運用に対する不安と中途退職時に一時金を受給できないことへの不満を考慮し、一部制度を継続させた上で適格退職年金を確定拠出年金へ移行。


想定利回りは2％とし、これを実現できれば旧制度の給付水準を確保できるように設計することで従業員の理解を得た。


累積積立不足を一括拠出して解約し、その資産を新制度に移管したため一時的に費用は増大したが、今後は目的通り掛け金の減少を見込んでいる。





②確定給付型の制度を維持しながら、予定利率を引き下げ、掛け金を引き上げる。





この方法は確定給付という制度を維持しながら、予定利率を引き下げて想定利回りと実際の運用利回りの差を小さくすることで積立不足を生じさせにくくするというもの。予定利率の引き下げは言いかえれば掛け金の引き上げであり、企業が負担は恒常的に増加することになる。しかし運用環境の悪化が企業本体の経営に与える影響を小さくできる点は企業側の魅力であり、給付水準が変わらない点も従業員側の魅力である。





確定給付企業年金移行事例1(製造業)


正社員40名平均勤続年数約15年、熟練した技術が必要なため勤続年数が長い従業員が多く、50歳以上の従業員が40％を占めるB社の事例。





制度移行の目的


従業員が定年まで安心して働ける退職金制度の創設。





確定給付企業年金





退職一時金





企業側は退職給付制度について「最も重要なのは会社の負担を減らすことではなく、従業員が余計な不安や心配を抱えることなく業務に集中できる制度であること」との見解。








そこで従来通り退職金は会社が用意すべきであるとの考え方に基づき、給付額の算定方法は変更せずに確定給付企業年金制度を選択。


旧制度と同じ趣旨の制度であり、給付額にも変更がないことから従業員からの不満もなく移行した。


これまでの適格退職年金での積み立て不足分は新制度で償却予定。


今後は積立不足を引き起こさないために予定利率を5.5％から1.5％に引き下げ、その結果会社が負担する掛け金額は2.5倍に膨らんだ。


しかし今後は内部留保資金の支出が抑えられるため、企業本体の財務が安定すると考えられる。
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③キャッシュバランスプラン制度を導入する。





この方法は②と同様に確定給付という制度を維持しながら、運用利回りは国債利回りなどの客観的指標に上乗せしたものに設定することで企業の運用リスクを軽減するというもの。運用環境によって想定利回りが変化するので給付水準が低下する可能性がある点で、確定給付型制度と確定拠出型制度の特性を併せ持つ制度だといえる。


企業にとっては積立不足額を減少させることができる点が魅力。





旧制度と新制度の給与体系にあまり変更がない制度として確定給付企業年金を選択。


利息付与率は2.5％、想定利回りは3.5％とし、給付額は旧制度と同水準になるように設計した。


旧制度では積立不足の償却率を高めに設定したことから、新制度への移行で企業の掛け金負担額は30％弱低下した。


両制度の導入により掛け金の見通しが立てやすくなり、企業本体の財務が安定した。





親会社から運用リスクが小さい制度へと移行するようようせいがあり、キャッシュバランスプランと確定拠出年金を導入することでそれに応じた。
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制度移行の目的


運用環境の変動に影響されない制度を構築することと、給与体系を年功型から会社への貢献度反映型に改定すること。





確定給付企業年金移行事例2(小売業)


正社員160名平均勤続年数約20年、中途入社者が多いが定年まで勤務する者が多いC社の事例。








